
出水市埋蔵文化財に関する手続きの流れ

・・・

・・・

範囲内 範囲外

試掘調査必要 試掘調査不要

遺跡有り 遺跡無し

遺跡の取扱いについて
事業者と出水市文化ｽﾎﾟｰﾂ課 ※「工事立会い」の場合は

とで協議 文化スポーツ課の担当職員が立会います

※鹿児島県教育委員会が ので日程等を打ち合わせてください。

入る場合もあります。

※「工事立会い」の場合は

文化スポーツ課の担当職員が立会います

ので日程等を打ち合わせてください。

記録保存 現地保存

※「工事立会い」の場合は

文化スポーツ課の担当職員が立会います

ので日程等を打ち合わせてください。工事着手

事業者に通知

太線

細線

鹿児島県教育委員会から
「発掘調査」を

事業者の手続き

工事着手

行政の手続き

文化財保護法第93条の届出提出

「慎重工事」または「工事立会い」を
鹿児島県教育委員会から

開発事業計画地の立案

開発事業計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内か外かを照会

鹿児島県教育委員会から

現地の状況及び工事内容調査

（工事着手の60日前までに）

工事中に遺跡を発見した場合は「現状を変更することなく、遅滞なく」文化スポーツ課に御連絡ください。

鹿児島県教育委員会に進達

鹿児島県教育委員会に進達

協議結果を
鹿児島県教育委員会に進達

工事着手

工事着手

発掘調査

「慎重工事」または「工事立会い」を
鹿児島県教育委員会から
事業者に通知

事業者に通知

「慎重工事」または「工事立会い」を

工事着手

事業者に通知

報告書作成

保存方法の決定

遺跡分布地図で

「周知の埋蔵文化財包蔵地」の

範囲内・外を照合し回答

試掘調査の要否

試掘調査


